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奈良市 全国

奈良市の組織体制と役割の考え方 

総務部門 児童相談所業務で必要となる事務処理を、他部門と連携しながら

一括で行う。また研修企画や広報啓発活動の中心となり、業務の

効率化を図る。 

相談・支援 

部門 

児童相談所機能である介入・相談・措置・判定・指導等の機能を

一元的に担当。虐待の予防的視野に立ち、関係機関や福祉サービ

ス等と連携した相談支援の充実を図る。 

一時保護 

部門 

一時保護した子どもへの支援を担当。子どもの権利を尊重したケ

アを実現する。相談・支援部門と連携し、丁寧な行動観察に援助

指針を決定する。 

現状と必要性 

全国の児童相談所が対応した平成 30年度の児童虐待相談対応

件数は約 16 万件に達し、平成 21年度の約３倍となっています。 

本市においても増加傾向にあり、平成 20年度に「奈良市被虐

待児童対策地域協議会」を、さらに平成 30年度から「子ども家

庭総合支援拠点」を設置することで、児童虐待の早期発見・早期

対応だけでなく、未然防止や重症化予防に取り組んでいます。 

全国と奈良市の児童虐待相談対応件数の推移 

 平成 16年の児童福祉法改正により、中核市においても児童相談所を設置することが可能となりましたが、これまで２市

（横須賀市・金沢市）にとどまっていました。 

 また平成 28年の児童福祉法改正では、政府は法施行後５年を目途に中核市等への児童相談所設置を推進するため、設置に

係る支援等の必要な措置を講ずるとし、平成 31年４月に明石市が設置しました。 

 その後も国はケースの情報共有強化と移管する場合の丁寧な引継ぎの徹底、児童福祉司や児童心理司のさらなる増員や研

修による専門性の強化等、児童相談所の体制及び専門性強化について必要な対策に取り組むこととしています。 

現在、奈良県内の児童相談所は奈良県が設置している中央こども家

庭相談センターと高田こども家庭相談センターの２か所です。その中

で中央こども家庭相談センターが奈良市を管轄しており、児童人口ベ

ースで約 40%を占めています。 

本市で発生した児童虐待対応については、ケースの虐待重症度に応

じて、奈良県と本市で分担しています。 

 このような中、奈良県との間でケース重症度の判別基準や支援方法

の考え方が異なる等「ケースに対する認識の乖離」や「情報共有や検

討調整のための時間的ロス」という課題があります。 
 

 本市が児童相談所を設置することで、管轄区域が市内に限られるため、法的権限を与えられた本市の専門職が迅速・的確に

判断し、対応することが可能になります。 

さらに、関係機関との連携が今よりも容易になり、子どもやその家庭に対してきめ細かな支援が可能になります。例えば子

どもの一時保護が解除され家庭に戻る場合に、子どもや家庭を見守り、支援等に関わる関係機関と協議を重ねることができ、

よりきめ細かく支援方法を検討することができます。 

また、保健所や教育委員会との連携強化は、中核市が児童相談所を設置する大きなメリットです。母子保健との連携により

妊娠期から早期に支援することが可能になることや、市の教育委員会を通して学校現場と相談支援において連携を強化するこ

とができると同時に、一時保護所での学習支援も充実させることができます。 

 このように、子ども家庭支援体制をさらに充実させるためにも、中核市の強みを活かした児童相談所の設置が必要だと考え

ます。 

奈良市被虐待児童対策地域協議会と 

奈良県中央こども家庭相談センターの現状の関係性 

奈良市児童相談所・一時保護所のあり方 

児童相談所 

妊娠期から 

早期に支援する 

専門性の高い 

相談窓口になる 

必要な情報を速やか

に収集し判断する 

関係機関と漏れなく

情報を共有する 

迅速かつ臨機応変 

に対応する 

支援のあり方 

保護者や子ども、関係機関が相談しやすく、

専門的な診断による説明に落ち着いて耳を

傾けられる雰囲気が感じられる 

利用者のプライバシー保護や安全性に配慮 

施設のあり方 

 

一時保護所 

子どもの安心・安全 

が確保される場所 

一人一人の子どもの 

状況に応じることが 

できる場所 

 

子どもの権利擁護を

図る場所 

学習の機会を 

保障する場所 

地域における 

社会資源と連携した 

子どもへの支援 

支援のあり方 
外光を十分に受けられ、温かみのある雰囲

気で子どもたちが安心して生活できる 

子どもたちが起床・食事・学習・運動・自由

時間・就寝まで規則正しい日常生活を送る

ことができる 

自由な時間を通じて、子どもたちが今まで

の生活を見つめ直し、今後について考える

ことができる 

一時保護所に入所する動線は、周辺からの

視線に配慮する 

奈良市児童相談所・一時保護所の組織体制 

奈良市の組織体制の考え方 

  それぞれの部門ごとに組織を構成し、

業務効率を図る 
 

 相談・支援に積極的に心理診断を活用

し、効果的な支援を行う 
 

 相談種別に関わらず、すべての相談を

地区担当が切れ目なく対応する 
 

 緊急時に迅速に対応できるチームを 

構成する 

奈良市児童相談所・一時保護所の職員体制 

専門性の高い相談体制・一時保護体制を確立させるためには、継続的な人材確保と職員の養成は欠かせません。必要となる

技術や知識を習得するための現場研修等により職員を養成し、子どもの権利を実現するため、様々な専門性のある職員を

配置していきます。 

【児童相談所・一時保護所に配置する主な職員】 

所長、児童福祉司、児童福祉司スーパーバイザー、児童心理司、児童心理司スーパーバイザー、児童指導員、 

弁護士、医師、保健師、教員、保育士 等 

施設のあり方 

※一時保護所の定員（予定） １２名 （男児４名、女児４名、幼児４名） 

（１）児童虐待の現状 

（２）国の動きと支援 

（３）県と市の状況と関係性 

（４）奈良市児童相談所の必要性 



 

 

子どもを児童虐待や非行等から守り、子どもの安心と安全の確保を最優先にした支援体制を目指します。 

近年、子どもとその家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、児童虐待により子どもの命が奪われる痛ましい事例

も発生しています。このような中、本市では子どもの健やかな成長と子どもの安心・安全を確実に確保するために児童

相談所の設置を目指し、奈良市児童相談所設置基本計画を策定することとしました。 

◆妊娠期から切れ目のない子ども・家庭への総合的な支援体制の拠点を目指す 

関係機関との連携により、妊娠期から子ども・家庭へ切れ目のない支援等を行い、早期からの子育ての悩みや不安に

継続的に対応します。 

◆子どもの健やかな成長と、子どもの安心・安全の確保を目指す 

◆児童虐待による重症事例の発生ゼロを目指す 

子どもや家庭の状況から虐待等のリスクを早期に把握し、支援を行うことに 

より虐待の未然防止、重症化予防に取り組みます。 

◆地域社会全体で子どもや家庭を支える環境を目指す 

虐待や貧困など子どもや家庭のかかえる問題を解決するため、子育て支援に 

関わるあらゆる社会資源を活用し、子育てがしやすい環境づくりを目指します。 

また、さまざまな事情で子どもがその家庭で暮らせなくなった場合に、子どもを守る 

社会的養護を充実させるため、里親家庭を地域全体で支えられる体制を整えます。 

奈良市児童相談所 

奈良市児童相談所設置基本計画策定の趣旨 

奈良市児童相談所設置の基本方針 

児童相談所ネットワーク 

里親 

警察 

施設 

弁護士 

奈良市被虐待児童対策地域協議会 

ネットワーク 

子育て 

支援 

保健 

医療 

保育所 
こども園
幼稚園 

福祉 

学校 

教育委員会 

拡大 拡大 

拡大 

拡大 拡大 

拡大 

関係機関とのネットワーク 

奈良市被虐待児童対策地域協議会（要保護児童対策地域協議会）のネットワークを

強化しつつ、児童相談所のネットワークを構築し、関係機関との密接な連携により

子どもやその家庭を支援していきます。 

（仮称）奈良市子どもセンター 

（仮称）奈良市子どもセンター機能イメージ 

ロードマップ 

平成 28年の児童福祉法等の改正により、

政府は法施行後 5 年を目途に、中核市等へ

の児童相談所設置推進に必要な支援を講ず

るとしていることなどから、本市において

は令和３年度中の児童相談所開設を目指

し、本設置基本計画を基に準備に取り組み

ます。 

●児童相談所とは 
 

都道府県、指定都市等が設置す

る機関で、子どもの健やかな成

長を願って、ともに考え、問題を

解決していく専門の相談機関で

す。 

児童相談所には大きく分けて、 

①相談機能 ②一時保護機能 

③措置機能 

の３つの機能があります。 

●一時保護所とは 
 

児童相談所に付設する施設で、

保護が必要な 18歳未満の子ども

を一時的に預かります。 

安全が確保された環境の中で、

子どもの気持ちに寄り添いなが

ら治療的ケアを含めた支援を行

います。 

児童相談所 

一時保護所 子ども家庭総合支援拠点 

子ども発達 

センター 
地域子育て支援 

センター 

設置予定候補地（○囲み） 

設置予定候補地は、駐車場も含めて必要な広さを確保できる市有地であることや、市役所に近く、国道等により交通

アクセスが良いこと等を条件に検討を進め、奈良市柏木公園に決定しました。本市では、児童相談所・一時保護所を含

めた複合的な子育て支援施設「（仮称）奈良市子どもセンター」の設置を検討しています。 

この複合施設には、児童相談所・一時保護所のほかに、親子が気軽に遊びに訪れることができる「地域子育て支援セ

ンター」「キッズスペース」を併設するとともに、家庭や子どもの悩みを気軽に相談できる「子ども家庭総合支援拠点」

を現在の市役所内から移設します。また、子どもの発達に関する相談や療育を行っている「子ども発達センター」も移

設します。これらの 5 つの機能を 1 つの施設に集約することで、中核市が児童相談所を設置するメリットを最大限に活

かし、子育てに関する一般的な悩みからより専門的な悩みまで、市内のすべての子どもや家庭をワンストップで支援し

ます。 

 

奈良市児童相談所設置基本計画【改訂版】

（概要） 

令和２年３月 

発行／奈良市子ども未来部子育て相談課児童相談所設置準備室 

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目１－１ 

Tel:0742-34-4804  Fax：0742-34-4817 

E-mail:kosodatesoudan@city.nara.lg.jp 

 
 

 
 

 

 

※本設置基本計画は、今後法令改正や国等から発出される通知等により、必要に応じて、見直すものとします。 
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